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本
史
料
は
柳
原
家
旧
蔵
の
儀
礼
関
係
文
書
・
先
例
集
で
あ
る
。応
永
二
十
五
年（
一

四
一
八
）
か
ら
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
い
た
る
種
々
の
史
料
を
書
写
し
た
も
の

で
、
奥
書
等
は
な
い
。
紙
背
文
書
に
天
正
十
六
年
の
書
状
が
含
ま
れ
る
の
で
、
天
正

末
年
ご
ろ
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か
に
「
薩
戒
記
」
の
逸
文
が
み
え
る
こ
と
か

ら
注
目
し
た
次
第
で
、
こ
こ
に
全
体
を
紹
介
す
る
。

　

岩
瀬
文
庫
の
古
典
籍
類
の
書
誌
に
つ
い
て
は
詳
細
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
公
開
さ
れ

て
お
り
、
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
本
史
料
は

袋
綴
冊
子
で
全
二
十
三
丁
、
す
べ
て
に
紙
背
文
書
が
あ
る
。「
柳
原
庫
」「
日
野
柳
原

秘
府
修
竹
記
之
印
」
の
二
種
の
蔵
書
印
を
捺
す
。
全
体
の
内
容
や
配
列
に
統
一
的
な

方
針
等
は
う
か
が
え
な
い
が
、
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①�

明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
の
踏
歌
節
会
の
準
備
や
出
席
要
請
等
の
た
め
に
蔵
人
頭

右
中
将
庭
田
重
経
が
授
受
し
た
文
書
。
舞
装
束
は
石
清
水
八
幡
宮
に
召
す
は
ず
で

あ
っ
た
が
、
同
宮
が
閉
籠
中
で
対
応
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
東
大
寺
・
興
福
寺
等

の
南
都
寺
社
に
要
請
し
た
（「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
明
応
二
年
正
月
十
日
条
）。

②�

明
応
三
年
の
踏
歌
節
会
関
係
文
書
。

③�

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
十
一
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
た
後
花
園
天
皇
聖
忌
法
会

関
係
文
書
。

④�

明
応
元
年
十
一
月
一
日
の
准
三
后
庭
田
朝
子
（
同
年
七
月
二
十
日
に
薨
去
）
百
箇

日
追
善
供
養
関
係
文
書
。
勝
仁
親
王
（
後
の
後
柏
原
天
皇
）
の
沙
汰
と
し
て
行
わ

れ
、
文
書
の
礼
式
に
つ
い
て
庭
田
重
経
・
三
条
西
実
隆
に
問
い
合
わ
せ
て
、
草
案

を
作
成
さ
せ
た
。

⑤�

文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
十
二
月
二
十
七
日
の
後
花
園
天
皇
十
三
回
聖
忌
供
養

関
係
文
書
。

⑥
明
応
三
年
七
月
二
十
日
庭
田
朝
子
三
回
忌
供
養
関
係
文
書
。

⑦
明
応
六
年
の
県
召
除
目
に
関
わ
る
礼
式
を
論
ず
る
文
書
。

⑧
石
清
水
八
幡
宮
法
楽
連
歌
へ
の
服
者
の
参
加
の
可
否
を
勘
ず
る
文
書
。

⑨
拝
賀
着
陣
関
係
文
書
。

⑩
懐
紙
端
作
に
つ
い
て
の
書
状
。

⑪
僧
侶
の
昇
叙
に
つ
い
て
の
中
山
定
親
書
状
。

⑫�

「
薩
戒
記
」
逸
文
、
永
享
七
年
四
月
二
十
二
日
条
。
鷹
司
房
平
の
任
内
大
臣
節
会

に
参
候
す
る
に
あ
た
り
、
携
行
す
る
太
刀
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
。

⑬�

一
条
兼
良
「
桃
華
蘂
葉
」
の
中
の
飾
剣
に
関
わ
る
記
述
。
⑫
⑬
は
天
正
五
年
（
一

五
七
七
）
に
中
山
孝
親
の
も
と
で
書
写
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。

⑭�
正
親
町
天
皇
綸
旨
、
天
正
五
年
十
一
月
二
十
日
の
任
大
臣
節
会
に
外
弁
の
勤
仕
を

求
め
る
内
容
。
織
田
信
長
を
右
大
臣
に
任
じ
る
た
め
に
催
さ
れ
た
。

⑮�

永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
八
月
十
三
日
、
内
大
臣
足
利
義
教
を
左
大
臣
に
転
任
さ

せ
る
た
め
に
、
左
大
臣
一
条
兼
良
を
罷
め
摂
政
と
為
し
た
こ
と
、
お
よ
び
九
条
忠

家
・
近
衛
基
嗣
が
大
臣
停
任
の
後
に
関
白
と
な
っ
た
例
。
い
ず
れ
も
中
山
孝
親
の

史
料
紹
介西

尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
『
消
息
案
』

本　
　

郷　
　

恵　
　

子
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勘
申
に
よ
る
。

⑯�

「
薩
戒
記
」
逸
文
、
正
長
二
年
八
月
三
日
条
。「
薩
戒
記
目
録
」
に
は
「
伯
雅
兼
王

被
尋
問
任
大
臣
節
会
作
法
事
」
と
み
え
、
同
じ
く
孝
親
の
も
と
で
書
写
し
た
も
の

と
い
う
。

⑰�

応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
年
十
二
月
二
日
任
大
臣
節
会
に
お
け
る
任
大
臣
宣

命
。
⑫
～
⑰
は
織
田
信
長
の
任
大
臣
節
会
の
た
め
の
先
例
収
集
と
思
わ
れ
る
。

⑱�

故
従
一
位
儀
同
三
司
藤
原
朝
臣
に
内
大
臣
を
贈
る
宣
命
。

　

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
お
お
む
ね
現
在
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。
朱
書
は
『　

』

で
括
り
、
丁
替
り
に
は　

」
を
付
し
た
。
原
本
の
体
裁
に
従
う
よ
う
つ
と
め
た
が
、

傍
書
・
挿
入
箇
所
を
適
宜
本
文
中
に
追
い
込
む
な
ど
、
煩
雑
に
過
ぎ
な
い
よ
う
配
慮

し
た
。

　

な
お
本
稿
は
「
中
世
文
献
史
料
の
複
合
的
性
格
と
知
識
の
共
有
お
よ
び
継
承
に
つ

い
て
の
研
究
」（
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究（
Ｃ
）　

研
究
代
表
者
本
郷
恵
子
）

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
史
料
の
翻
刻
・
校
正
に
あ
た
っ
て
は
、
荻
島
聖
美
氏

（
学
術
支
援
職
員
）
の
ご
助
力
を
得
た
。

「
消
息
案
」�
」

『
明
応
元
年
』

踏
歌
節
会
御
参
事
、
可
奉
存
候
、
外
記
散
状
遅
々
間
、
且
言
上
如
件
、

　
　

十
二
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
将

ー
奉

進
上　

ー
大
納
言
殿

　
　
　

追
言
上
、

　
　
　
　

別
而
御
点
候
、
必
可
令
存
知
給
候
也
、

　
　
　
　
　

進
上
者
是
不
可
書
之
由
、
中
御
門
大
納
言
被
示
、

踏
歌
節
会
御
参
事
、
可
奉
存
候
、
外
記
散
状
遅
々
間
、
且
上
啓
如
件
、

　
　

十
二
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
将

ー

進
々
上　

ー
中
納
言
殿

　
　
　

追
啓
、

　
　
　
　

別
而
御
点
候
、
必
可
令
存
知
給
候
也
、

踏
歌
節
会
御
参
之
事
、
可
奉
存
候
、
外
記
散
状
遅
々
間
、
且
執
」
啓
如
件
、

　
　

十
二
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
将

ー

進
上　

ー
宰
相
殿

　
　
　

追
申
、

　
　
　
　

別
而
御
点
候
、
必
可
令
存
知
給
候
也
、

踏
歌
節
会
可
令
候
陣
給
候
者
、
依

天
気
執
達
如
件
、

　
　

十
二
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
将

ー

進
上　

ー
中
将
殿

　
　
　

ー
少
将
殿

　
　
　

追
申
、

　
　
　
　

別
而
御
点
候
、
必
可
有
御
存
知
候
也
、�

」

踏
歌
節
会
可
令
参
陣
給
候
者
、
依

天
気
執
達
如
件
、

　
　

十
二

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
将

進
上　

ー
少
納
言
殿

進
上　

ー
弁
殿

（
表
紙
）

記
筆
者
可
勘
、〽

（
宣
胤
）
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踏
歌
節
会　

宣
命
任
例
可
令
草
進
給
候
者
、
依

天
気
執
達
如
件
、

　
　

十
二
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
将

謹
上　

大
内
記
殿�

」

踏
歌
節
会
可
令
早
参
給
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

十
二
月

ー

謹
上　

頭
弁
殿　
　
　

蔵
人
弁
殿

　
　
　

蔵
人
権
弁
殿　

蔵
人
右
少
弁
殿

踏
歌
節
会
任
例
可
被
致
沙
汰
之
状
如
件
、

　
　

十
二
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
将
判

　
　

蔵
人
中
務
丞
殿

　
　

四
位
大
外
記
殿

　
　

四
位
史
殿

来
十
六
日
節
会
舞
装
束
之
事
、
左
右
八
具
任
例
可
召
進
之
由
、
被
仰
下
候
也
、
恐
々

謹
言
、�
」

　
　

十
二
月

ー

　

八
幡
検
校
法
印
御
房

　
　

舞
装
束
注
文

　

襲
装
束

左
四
具
、　

右
四
具
、　

皇
帝
甲
四
、　

春
庭
花
冠
四
・
太
刀
四
振
・

巻
甲
四
、

　

太
平
楽
太
刀
四
振
、　

新
鳥
蘇
面

四
、　

狛
桙
装
束
四
具
・

桙
四
、

　

八
仙
装
束
四
具
・
面
四
・

牟
志
四
、

　
　
　

已
上
、

　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

景
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

景
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

繁
秋�

」

『
明
応
二
年
』

踏
歌
宴
参
仕
之
事
、
一
通
賜
候
了
、
所
労
于
今
同
篇
候
、
涯
分
加
養
生
、
得
減
候
者
、

可
存
知
候
、
若
参
勤
之
儀
令
治
定
者
、
御
装
束
皆
具
可
被
召
渡
候
、
同
々
為
御
心
得

令
申
候
、
心
事
期
参
賀
候
也
、
恐
々
謹
言
、�

」

　
　

正
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

基
富

就
十
六
日
節
会
舞
装
束
之
事
、
女
房
奉
書
如
此
候
、
既
及
闕
如
候
、
別
而
可
召
遣
之

由
、
急
速
可
令
下
知
東
大
寺
給
之
由
、
厳
密
被
仰
下
候
、
殊
可
得
其
御
意
候
也
、
恐

惶
謹
言
、�

」

　
　

正
月

ー

　
　

尊
勝
院
僧
正
御
房

　

踏
歌
節
会

　
　
　
　

公
卿

関
白
太
政
大
臣　

中
御
門
大
納
言　

四
條
大
納
言　

西
園
寺
大
納
言　

勧
修
寺
中
納

言　

園
宰
相　

実
望
朝
臣

　
　
　
　

少
納
言

　

章
長

　
　
　
　

弁

　

宣
秀�

」

　
　
　
　

左
近
府

忠
顕
朝
臣　

基
春
朝
臣　

実
千

（
山
井
）

（
山
井
）

（
豊
原
）

〝 内
〝 々

（
園
）

折
紙

一
段
ニ
書
之
、（
一
条
冬
良
）

（
宣
胤
）

（
隆
量
）

（
公
藤
）

（
経
郷
）

（
基
富
）
（
正
親
町
三
条
）

〽（
高
辻
）

〽（
中
御
門
）

二
段
也
、

（
松
殿
）

（
持
明
院
）

（
阿
野
）
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右
近
府

定
言　

済
継

た
ヽ
い
ま
さ
ん
し
や
う
と
も
御
ら
ん
せ
ら
れ
候
に
、
し
ヽ
や
う
の
事
、
御
て
ん
に
い

か
や
う
に
あ
そ
ハ
し
候
へ
と
も
、
こ
の
ふ
ん
ハ
、
御
ふ
ん
に
な
し
め
し
候
て
、
つ
か

は
さ
れ
候
よ
し
申
候
へ
く
候
、
か
し
く
、

先
夜
之
後
、
御
床
敷
存
候
、
兼
又
就
散
状
事
如
此
被
仰
候
、
次
将
書
様
如
御
点
調
候
、

勿
論
之
事
候
、　

又
」
次
将
左
右
、如
此
両
端
之
様
覚
悟
之
由
申
入
候
、
又
水
本
法
印

之
事
被
申
候
、
可
伺
申
候
哉
、

ー　
　

此
法
印
之
事
、
僧
正
執
申
候
者
、
此
分
銘
を
被
加
候
へ
く
候
、

水
本
僧
正
申
、　　

返
答
日
野
町
、

さ
ん
し
や
う
の
し
た
丶
め
や
う
、
御
ふ
ん
の
よ
し
仰
下
さ
れ
候
、
か
し
こ
ま
り
候
て

う
け
給
候
ぬ
、
御
て
ん
の
こ
と
く
に
し
た
丶
め
事
も
候
、
又
次
将
左
右
、
こ
の
こ
と

く
に
も
し
た
丶
め
候
、
中
山
せ
ち
に
ハ
た
い
り
や
く
御
て
ん
の
こ
と
く
に
し
た
丶
め

候
よ
し
申
候
つ
る
、
公
卿
に
も
た
ん
か
う
仕
候
つ
る
、
な
を
そ
つ
に
申
あ
は
せ
候
て
、

か
さ
ね
て
申
入
候
へ
く
候
、

　
　

此
時
帥
卿
日
野
町
歟
、
奉
行
頭
中
将
重
経
朝
臣
、�
」

踏
歌
節
会
御
参
事
、
女
房
奉
書
如
此
候
、
此
上
者
無
所
于
御
故
障
候
哉
、
別
而
構
御

参
候
者
、
可
為
珍
重
候
、
尤
可
参
申
候
之
処
、
取
乱
事
等
候
之
間
、
是
且
令
啓
候
、

可
然
之
様
可
得
御
意
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
二
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

　
　

木
幡
中
将
殿

『
明
応
三
年
』

十
六
日
節
会
御
参
事
、
先
度
内
々
献
一
通
候
了
、
御
請
文
于
今
未
到
之
上
者
、
御
存

知
不
能
左
右
候
哉
、
既
無
余
日
事
候
、
慥
為
奉
存
重
令
啓
候
」
由
候
、
可
然
之
様
可

得
其
御
意
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

正
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

　
　

木
幡
中
将
殿

十
六
日
節
会
内
弁
事
、
此
間
被
相
催
数
輩
候
之
処
、
無
人
于
領
状
、
忽
及
闕
如
候
、

去
年
御
参
、
雖
御
重
役
、
不
能
左
右
候
、
以
別
忠
可
令
構
参
給
之
由
、
厳
密
被
仰
下

候
、
宜
得
御
意
候
、
誠
恐
謹
言
、

　
　

正
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

　
　

久
我
殿�

」

布
単
用
脚
事
、
踏
歌
下
行
雖
無
之
、
可
申
沙
汰
候
、
此
上
者
早
可
被
加
御
下
知
候
也
、

　
　

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

　
　

中
山
殿

踏
歌
宴
内
弁
事
、
尤
可
存
知
候
処
、
自
旧
冬
申
入
候
腹
所
労
于
今
不
得
其
減
候
、
殊

近
日
被
侵
春
寒
、
弥
及
平
臥
式
候
、
無
余
日
之
上
、
如
今
者
参
仕
難
事
行
候
、
枉
而

当
年
之
儀
者
預
御
免
之
様
、
可
令
御
披
露
給
候
、
及
巨
細
之
間
、
内
々
令
啓
候
、
謹

言
、�

」

　
　

正
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判

今
夜
御
参
目
出
候
、
仍
坊
家　

奏
取
次
事
、
右
近
其
便
候
之
間
、
必
可
令
存
知
給
候

也
、

　
　

十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俊
名

（
山
科
）
（
姉
小
路
）

女
房
奉
書

其
事
候
、

か
や
う
の
御
不
審
尤
可
然
候
、羽
林
方
此
分
候
、

〽

突
方
此
分
候
、こ
れ
も
依
人
如
御
点
書
人
も
候
、

菊
亭
弟
、

勿
論
候
、

（
賢
深
）

（
広
光
）

（
広
光
）

（
庭
田
）

（
尚
基
）

二
條
殿

〝

（
雅
冬
）

（
豊
通
）

折
紙
歟
、（

宣
親
）

久
我
大
納
言

折
紙

（
坊
城
）
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庭
田
殿

明
応
三　

正　

十
二　

女
房
奉
書

せ
ち
ゑ
に
ま
つ
を
つ
き
て
た
き
候
も
す
く
な
く
、
う
ち
け
ふ
り
き
候
物
も
す
く
な
く

候
、
ま
さ
ひ
さ
の
し
ゆ
く
ね
に
か
た
く
下
知
し
候
へ
と
、
お
ほ
せ
給
候
へ
く
候
、
さ

て
ハ
か
い
に
て
さ
う
人
と
も
た
ち
候
て
、
み
ま
い
り
候
、
さ
や
う
の
事
も
は
ら
ハ
せ

給
候
へ
く
候
、
六
ゐ
と
も
丶
御
せ
ん
の
す
の
こ
に
か
ハ
り
〳
〵
さ
ふ
ら
い
候
へ
と
、

よ
く
お
ほ
せ
給
候
へ
と
申
さ
れ
候
、
か
し
く
、�

」

節
会
立
明
之
事
、
女
房
奉
書
如
此
候
、
十
六
日
人
数
已
下
堅
可
被
加
下
知
候
也
、

　
　

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

　
　

四
位
史
殿

節
会
御
参
之
事
、
御
請
文
未
到
之
上
者
、
御
参
勿
論
候
哉
、
可
申
散
状
候
之
間
、
慥

為
奉
存
候
、
き
と
令
馳
申
候
也
、

　
　

十
六
日　
　
　
　
　
　

 

ー　
　
　
　

刻
限
可
為
白
昼
、
同
可
得
御
意
候
也
、

　
　

阿
野
少
将
殿

　
　
　

不
審
條
々
、

一
、
散
状
書
様
之
事
、
同
武
家
、　

 

一
、
外
任
奏
進
退
事
、　

一
、
仰
詞
事
、�
」

一
、
早
入
御
之
時
宣
命
奏
事
、　

一
、
宣
命
可
下
史
否
事
、

一
、
舞
妓
可
催
事
、　　
　
　
　

一
、
同
敷
筵
道
事
、　　

一
、
禄
案
可
催
歟
事
、

一
、
晴
御
膳
可
催
歟
否
之
事
、
内
弁
催
之
歟
、　
　

一
、
脇
御
膳
与
奪
之
事
、

一
、
剣
璽
内
侍
扶
持
事
、　　
　

一
、
坊
家
奏
取
次
事
、　

一
、
圍
司
可
扇
挿
事
、

一
、
馬
頭
盤
竪
横
事
、　　
　
　

一
、
酒
具
事
、　　
　

一
、
威
儀
命
婦
座
之
事
、

一
、
関
白
へ
可
参
事
、　　
　
　

一
、
直
廬
指
図
事
、　　
　

一
、
直
廬
召
仰
事
、

一
、
楽
所
大
夫
事
、　　
　
　
　

一
、
御
前
掌
灯
事
、　　
　

一
、
御
後
掌
灯
事
、

一
、
御
前
指
炭
事
、　　
　
　
　

一
、
小
内
記
ヲ
ハ
六
位
史
ト
可
喚
哉
、

一
、
御
裾
ニ
可
候
進
退
事
、　　

一
、
御
簾
ニ
可
候
事
、　　

一
、
関
白
裾
之
事
、

一
、
召
内
侍
扶
持
之
事
、�

」

来
廿
七
日
奉
為
、ー
可
令
参
仕
給
者
、
依

天
気

ー

　
　

ー
進
上　

ー
大
納
言
殿

来
廿
七
日
奉
為

ー
御
布
施
取
可
令
参
懃
給
者
、
依　

天
気
執
達
如
件
、

　
　

十
一
月

謹
上　

ー

廿
七
日
奉
為

ー
御
願
文
可
令
草
進
給
者
、
依

天
気
執
達
如
件
、

　
　

十
一
月

謹
上　

新
菅
少
納
言
殿�

」

来
廿
七
日
奉
為　

後
花
園
院
、
於
般
舟
三
昧
院
可
有
御
経
供
養
、
任
例
可
被
申
沙
汰

之
状
如
件
、

　
　

十
一
月

　
　

蔵
人
中
務
丞
殿

来
廿
七
日
奉
為　

後
花
園
院
、
於
般
舟
三
昧
院
可
有
御
経
供
養
、
御
導
師
可
令
参
懃

給
者
、
依

（
壬
生
雅
久
）

奉
行

〝

中
御
門
頭
弁
借
之
、

（
宣
秀
）

（
唐
橋
在
数
）
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天
気
執
達
如
件
、

　
　

十
一
月

謹
上　

花
園
法
眼
御
房

　
　
　

追
申
、

　
　
　
　
　

題
名
僧
一
口
可
令
伴
参
給
候
也
、�

」

　
　

下
行
事

五
百
疋　

御
導
師　
　
　

百
疋　

題
名
僧　
　

百
疋　

御
経

四
十
疋　

御
願
文
・
諷
誦
料
紙　
　
　
　
　
　

百
疋　

後
戸

百
疋　
　

出
納
御
訪　
　

八
十
疋　

御
承
仕　
　
　
　

以
上
千
二
十
疋
、

『
明
応
元
年
』

奉
為
故
准
三
后
御
百
个
日
御
追
善
、
来
何
日
於
何
所
可
有
御
経
供
養
、
御
導
師
之
事

可
令
参
懃
給
由
、
内
々
親
王
令
旨
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　

ー

　
　

住
心
院
法
印
御
房

奉
為
故
准
三
后
百
个
日
御
追
善
、
来
何
日
於
何
所
」
御
経
供
養
、
御
願
文
可
令
草
進

之
由
、
内
々

親
王
令
旨
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　

ー

　
　

大
内
記
殿

奉
為
故
准
三
后
百
个
日
御
追
善
、
来
何
日
於
何
所
可
有
御
経
供
養
、
可
被
申
沙
汰
之

由
、
内
々

親
王
令
旨
候
也
、
謹
言
、

　
　

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
名

　
　

蔵
人
中
務
丞
殿

以
上
三
通
案
、
故
中
納
言
殿
重

ー
卿
御
草
案
也
、

以
下
三
条
西
草
案
、�

」

来
月
一
日
奉
為
故
准
后
百
个
日
御
法
事
、
於
般
舟
院
可
被
修
御
経
供
養
、
御
導
師
事

可
令
存
知
給
之
由
、

親
王
御
方
内
々
御
気
色
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
月
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丶
丶

　
　

住
心
院
法
印
御
房

来
月
一
日
故
准
后
百
个
日
御
法
事
御
願
文
并
諷
誦
等
可
令
草
進
給
之
由
、
自　

親
王

御
方
内
々
被
仰
出
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
月

ー

　
　

唐
橋
殿

誠
夜
前
来
臨
為
悦
候
、
仍
此
案
加
一
見
返
遣
之
、
極
臈
」
ニ
遣
候
御
状
、
内
々
儀
に

て
も
此
文
章
可
然
候
、任
例
可
被
申
沙
汰
之
由
、　

親
王
御
方
内
々
御
気
候
也
、謹
言
、

御
草
名
に
て
、
封
し
候
て
、
立
紙
を
被
加
候
へ
く
候
歟
、
如
何
様
ニ
も
蔵
人
中
務
丞

殿
と
ハ
被
遊
候
へ
き
由
存
候
、
兼
又
唐
橋
へ
ハ
只
唐
橋
殿
と
遊
候
て
も
可
然
候
歟
、

そ
れ
も
御
状
ハ
被
封
て
、
立
紙
候
者
可
然
候
哉
、
条
々
更
難
足
御
指
南
候
、
聊
取
乱

如
何
候
哉
、
恐
々
謹
言
、

　
　

乃
刻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
條
西
実
隆

　

�

極
臈
被
相
催
事
、
能
々
思
案
仕
候
、　

親
王
家
御
願
に
て
候
ニ
、
任
例
可
申
沙
汰

之
由
被
載
之
条
、
如
何
」
候
へ
き
事
哉
候
歟
、
聊
可
有
議
事
候
歟
と
存
候
、
此
段

猶
誰
ニ
も
御
談
合
候
て
後
、
可
被
遣
候
哉
、
於
愚
猶
未
案
得
之
様
、
只
今
存
寄
候
、

（
房
応
）

准
后
之
実
名
可
被
載
候
哉
、

（
源
朝
子
）

（
勝
仁
）

（
実
瑜
）

（
唐
橋
在
数
）

（
富
小
路
資
直
）

経
歟
、

（
実
隆
）

〔
色
脱
カ
〕

端
書
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来
月
一
日
奉
為
故
准
后
百
个
日
、
於
般
舟
三
昧
院
可
有
御
経
供
養
、
可
致
申
沙
汰
之

由
、
内
　々

親
王
御
方
令
旨
候
也
、
謹
言
、

　
　

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判

　
　

蔵
人
中
務
丞
殿

来
月
一
日
奉
為
故
准

ー
御
法
事
、
於

ー
可
有
御
経
供
養
、
御
導
師
之
事
可
令
参

懃
給
由
、
内
　々

親
王
御
方
令
旨
候
也
、
恐
々
謹
言
、�

」

　
　

十
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

　
　

住
心
院
法
印
御
房

来
月
一
日
故
准
后
百
个
日
御
法
事
御
願
文
并
諷
誦
等
、
可
令
草
進
給
之
由
、
自　

親

王
御
方
内
々
被
仰
出
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丶
丶

　
　

唐
橋
殿

『
文
明
十
四
年
』

自
来
廿
七
日
三
个
日
奉
為　

後
花
園
院
十
三
回
聖
忌
可
被
行
御
懴
法
、
初
・
結
両
日

御
講
所
作
可
令
参
懃
給
者
、
依　

天
気
執
達
如
件
、

　
　

十
一
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
弁
政
顕

謹
上　

田
向
中
将
殿�
」

　
　

追
申
、

　
　
　
　

御
所
作
可
為
笙
、
初
・
結
両
日
散
花
役
同
可
令
存
知
給
候
也
、

『
明
応
三
年
』

　

此
案
日
野
町
云
々
、『
不
審
、』

来
ー
日
故
准
后
第
三
回
忌
御
作
善
之
事
、
為　

宮
御
方
御
沙
汰
、
於
般
舟
院
内
々
可

有
御
経
供
養
、
御
諷
誦
可
令
草
進
給
之
由
、
被
仰
下
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　

七
月
丶
丶

　
　

新
少
納
言
殿　
一
重
ニ
書
テ
封
テ
立
文
ト
云
々
、�

」

或
人
問
云
、

除
目
申
文
可
付
奉
行
書
札
、
可
為
如
何
様
候
哉
、
得
御
意
度
候
、

　

三
条
西
答
云
、

　
　

申
文
一
通
献
之
、
可
令
撰
入
給
状
如
件
、

　
　
　
　

三
月

ー　
　
　

権
大
納
言

ー

　
　
　
　

頭
弁
殿　
　

頭
弁
殿　

権
大
納
言
ー

勘
、
同
答
云
、

同
二
條
殿
内
々
以
書
状
可
申
時
、　

家
司
当
所
可
然
候
哉
、
然
者
此
旨
可
令
申
入
ト

候
へ
き
歟
、

又　

陽
明
院
右
府
へ
之
儀
、
当
家
司
候
へ
き
時
、　

奥
の
と
め
所
何
と
候
へ
き
、
為

自
然
得
御
意
度
候
、

　

陽
明
門
ハ
近
衛
に
て
候
程
ニ
近
衛
と
申
候
」
ふ
ん
に
て
、
陽
明
と
申
候
、
院
之
字
不
可
加
之
事
候
、

何
條
御
事
候
哉
、
遥
久
不
能
参
拝
候
、
積
鬱
候
、
除
書
自
今
夜
可
被
始
行
之
処
、
延

引
之
由
其
沙
汰
候
、
さ
て
も
一
夜
御
参
も
候
ぬ
や
ら
ん
、
旁
無
念
事
候
、
必
筥
文
人

数
可
被
催
合
事
に
て
も
候
ハ
す
候
、
あ
ま
る
事
も
、
又
不
具
も
候
へ
き
、
然
者
有
作

法
事
候
歟
、
但
当
時
装
束
等
難
得
之
間
、
や
う
〳
〵
三
四
人
被
催
出
候
哉
、
為
奉
行

も
先
可
催
申
事
候
や
ら
ん
、
抑
御
申
文
事
、
被
仰
局
務
候
哉
、
然
者
可
有
御
参
事
候
、

若
又
御
無
沙
汰
候
者
、
如
形
も
可
書
進
之
哉
、
故
一
位
殿
初
任
御
申
文
、
以
僕
人
々

姓
被
申
候
、
必
さ
や
う
に
候
ハ
ん
す
る
事
に
て
も
候
ハ
ね
と
も
、
今
度
同
彼
姓
に
て

名
字

（
勧
修
寺
）

（
重
治
）

（
町
広
光
）

（
源
朝
子
）

（
勝
仁
）

（
実
隆
）

名
字

表
書

〽
法
性
寺
中
将
殿
と
も
、月
輪
少
将
殿
と
も
可
然
候
、別
而
不
被
致
礼

者
、不
可
及
此
儀
候
、誠
恐
謹
言
、大
納
言
奉
執
柄
書
札
、弘
安
礼
候
、

〽

〝

〽
こ
れ
も
只
誠
恐
謹
言
に
て
、二
条
と
不
可
相

替
候
歟
、於
家
礼
者
、此
由
可
令
申
入
候
な
と
も
書
て
、恐
々
謹
言
な
と
も
一
向
ニ
家
司
ニ
遣
候
分
書
礼
ニ
候
哉
、さ
候
ハ
す

ハ
此
分
に
て
可
然
候
、陽
明
へ
ハ
一
段
礼
な
と
諸
家
存
之
歟
、然
者
時
々
誠
恐
頓
首
謹
言
な
と
に
て
家
司
の
所
へ
も
被
遣

候
、如
此
事
、更
人
々
所
為
不
同
、不
存
知
事
候
、
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令
申
者
、
可
為
御
嘉
例
歟
之
由
存
候
、
但
可
為
貴
仕
候
、�

」

故
一
位
殿
御
消
息
書
留
御
分
、
申
文
一
通
献
之
、
可
令　

奏
聞
給
之
状
如
件
、
何
も

同
事
候
哉
、

明
応
二
除
目　

親
王
御
方
御
申
文
無
沙
汰
候
つ
る
哉
、
如
何
、
た
つ
ね
給
候
哉
、
不

可
然
事
候
、　

今
度
者
可
令
献
御
分
歟
、
何
人
調
進
之
事
候
哉
、
若　

別
当
な
と
被

調
候
哉
、
内
々
子
細
承
度
候
、

申
文
如
此
相
調
候
、
仍
立
紙
・
符
等
相
加
可
給
候
、
符
様
以
前
右
方
へ
廻
候
、
不
限

御
当
家
事
歟
、
他
家
亦
不
可
然
哉
、
仍
此
料
紙
立
紙
分
相
副
遣
之
候
、
尚
可
有
礼
紙

候
哉
、
如
何
、
調
様
無
御
隔
心
可
承
候
、
可
書
改
候
、
以
前
調
給
候　

消
息
■
」
案

ニ
而
宜
事
候
哉
、　

此
分
者
、　

状
如
件
等
可
為
如
何
候
哉
、
條
々
可
得
御
意
候
、

　

申
文
一
通
献
之
、
可
令　

奏
聞
給
、
恐
々
謹
言
、

　
　

三
月
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
議
ー

　
　

頭
弁
殿　
謹
言
字
略
も
勿
論
候
、
礼
節
ハ
か
り
ハ
内
々
の
を
も
用
之
事
候
、

　

申
文
調
様
、
悉
皆
憑
■
存
候
、
仍　

報
重
字
源
宰
相
可
為
此
分
候
、
雖
然　

同
字

不
可
苦
候
哉
、
可
示
給
候
、

委
細
奉
候
了
、
本
望
存
候
、
除
目
未
催
申
候
哉
、
凡
奉
存
候
へ
ハ
三
節
会
不
参
候
輩
、

先
為
奉
行
可
相
催
之
由
、
及
御
沙
汰
候
と
て
候
、
竟
夜
夜
ハ
左
大
・
三
宰
内
々
既
被

催
」
候
由
、
奉
及
候
、
■
■
左
大
ハ
自
元
の
か
れ
ぬ
事
に
て
候
、
清
書
御
次
第
古
本

進
候
と
、
大
蔵
卿
先
日
来
申
さ
れ
候
程
に
借
遣
候
了
、
返
給
候
ハ
ヽ
可
入
見
参
候
、

大
間
ハ
た
ヽ
如
補
任
書
た
る
物
候
端
ニ
大
間
書
と
載
候
、
聊
用
捨
事
候
、
外
記
局
所

存
候
、
陣
清
書
之
後
、
大
間
并
盛
文
悉
執
筆
亭
に
送
事
候
、
清
書
候
ハ
外
記
局
に
を

さ
ま
り
候
、
大
間
事
、
諸
家
令
秘
事
候
間
、
た
ヽ
う
ち
の
物
の
や
う
に
借
用
な
と
も

候
ぬ
事
候
、
密
々
儀
ハ
□
□
な
と
ま
て
片
時
可
借
請
事
各
別
候
、
先
年
姉
小
路
之
辺

ニ
て
借
候
て
、
如
本
料
紙
を
こ
し
ら
へ
候
、
写
置
候
し
、
其
も
去
々
年
焼
失
候
、
あ

さ
ま
し
く
て
候
、中
夜
参
議
も
顕
官
挙
執
筆
事
候
、何
様
に
も
筥
文
作
法
事
候
、細
々

御
沙
汰
候
ハ
て
」
ハ
と
存
候
、
旁
面
談
大
切
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

二
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
光

　

委
曲
示
預
候
、
畏
入
存
候
、
封
様
尤
候
、
仍　

御
消
息
如
此
書
改
候
、
昨
日
分
者
、

内
々
由
候
哉
、
然
者
先
度
案
文
分
調
直
候
、
一
向
ニ
懸
紙
加
様　

上
下
結
候
哉
、
其

迄
悉
皆
被
相
調
可
給
候
、
此
封
紙
聊
大
候
哉
、
三
西
封
様
、
細
々
竹
園
之
申
被
調
給

候
へ
る
、
尚
々
巨
細
調
可
給
候
、
仍
奉
行
へ
可
付
儀
、
無
殊
事
候
哉
、
竹
園
御
申
文

自
別
当
者
、
封
事
許
歟
、
奉
行
方
へ
ハ
愚
身
方
よ
り
御
消
息
事
候
と
も
、
以
使
者
可

申
候
哉
、
自
別
当
可
令
遣
候
と
存
候
処
、
此
方
へ
給
候
、
尚
々
上
下
結
事
ま
て
調
へ

給
候
、
又
参
議
重
経
と
ハ
候
ま
し
き
哉
、　

以
羽
林
可
為
本
分
尤
候
、�

」

　

以
上
日
野
町
広
光
卿
与
庭
田
中
将
重
経
卿
書
状
也
、
自
然
為
後
用
写
置
者
也
、

　

庭
田
一
品
雅
行
卿
状
案
、
返
答
三
条
西
実
隆
卿
、

先
刻
者
御
懇
示
預
候
、返
々
祝
着
至
候
、頭
弁
方
へ
書
状
ニ
ハ
、　

按
察
を
ハ
置
候
て
、

権
大
納
言
ト
可
書
候
歟
、
其
分
候
哉
、

又　

竹
園
御
申
文
当
年
ハ
御
請
一
通
に
て
候
、
定
別
当
ニ
ハ
無
御
存
知
、
召
直
奉
行

方
へ
可
被
付
候
歟
、
上
卿
の
封
事
、
如
例
式
に
て
候
、
御
名
字
一
字
可
被
載
候
哉
、

　

御
申
文
ハ
一
重
に
て
候
、
可
有
礼
紙
候
哉
、
其
上
を
封
て
可
有
立
紙
候
歟
、
可
得

御
意
候
、
但
又
為
別
当
御
沙
汰
候
事
に
て
候
ハ
ヽ
、
申
御
名
字
、
其
へ
可
進
之
候
歟
、

委
細
示
給
候
者
所
仰
候
、
恐
々
謹
言
、�

」

　
　

廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雅
行

状
端
略
之
、

相
残
候
、目
出
候
、

是
又
勿
論
候
、か
や
う
に
被
遊

候
者
、可
然
候
、

（
勝
仁
）

子
細
不
存
知
候
、但
未
給
も
又
あ
る
事
候
、

〽
可
然
候
、

〽
勿
論
候
、

拾
遣
亜
相
定
用
意
候
歟
、返
々
未
給
も
常
の
事
に
て
候
、

奉
了
、

申
文
封
様
自
他
家
此
分
候
、当

家
ハ
内
々
に
も
用
本
様
候
、御
推
量
も
候
へ
、左
へ
引
之
、ぬ
け
候
へ
く
候
、

〽
両
様
、

〽

〽
こ
れ
ハ
不
可
然
候
、恐
々
謹
言
と
も
、又
執
達
と
も
可
為
御
意
候
、

〽

〽

（
田
向
重
治
）
不
苦
候
哉
、

〽

此
猶
勿
論
候
哉
、（

勧
修
寺
経
茂
）

〝

（
町
）

〽

〽
此
分
も
何
事
候
哉
、又
以
前
奉
候
分
も
両
様
事
候
、

と
も
角
も
存
候
、又
立
文
の
う
ハ
書
お
く
の
や
う
に
候
へ
し
、

〽

そ
れ
ま
て
も
候
ハ

す
候
、

い
さ
さ
か
の
相
違
候
、

（
勝
仁
）

今
夜
奉
行

職
事
参
上
候
、内
々
直
被
遣
候
者
、可
然
候
哉
、是
ハ
竹
園
御
申
入
事
候
歟
、

〽

常
儀
者
此
分
候
哉
、

〽

卒
尓
申
状
共
、不
可
足
御
信
用
候
、

（
坊
城
俊
名
）

〽

失
念
仕
候
、按
察
使

云
々
、如
此
に
て
候
へ
く
候
、

〽

御
自
署
之
間
、別
当
不
可
及
署
之
由
存
候
、叙
位
之
時
、同
前
候
、但
文
明
十
二
年
度
な

と
如
何
候
ハ
ん
、猶
可
被
尋
仰
大
外
記
候
哉
、

〽

裏
紙
を
加
候
て
、二
重
に
て
、其
上
ニ
懸
紙
一
枚
を
加
候
て
、其
上
を
封
候
て
、又
紙
一
枚
に
て
、た
て
さ
ま
に
つ

ヽ
ミ
候
て
、を
し
お
ら
れ
候
へ
く
候
、及
紙
候
間
、不
能
委
細
候
、
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返
答
故
伯
卿
忠
富
卿
、

　

石
清
水
法
楽
甘
入
道　

軽
服
之
由
被
申
、
可
為
其
分
候
、
代
勿
論
候
哉
、

　
　

九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

　
　

白
川
殿

　

御
重
服
之
中　

八
幡
宮
江
為　

御
祈
祷　

御
初
尾
可
参
事
、
可
為
如
何
候
哉
、
可

勘
給
候
也
、

　
　

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

　

石
清
水
法
楽
軽
服
御
方
、
権
典
侍
局
可
為
如
何
候
哉
、
勘
給
候
者
、
可
為
喜
悦
候
、

恐
々
謹
言
、

　
　

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー�

」

明
日
於　

宮
御
方
可
有
聖
廟
御
法
楽
連
歌
、
別
殿
可
令
伺
候
給
之
条
、
何
子
細
候
哉
、

不
可
有
苦
之
由
存
候
、

　
　

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
富

明
日
可
遂
着
陣
、
任
例
可
令
下
知
之
状
、
如
件
、

　
　

正
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
大
納
言
判

　
　

大
外
記
殿

　
　
　

い
つ
れ
も
一
枚
ニ
書
候
て
、
礼
紙
を
加
候
て
、
立
ふ
ミ
て
可
被
遣
候
、

　
　
　
　

立
ふ
ミ
の
上
も
奥
と
同
候
、
仮
令
、

　
　
　
　
　
　

大
外
記
殿　
　

権
大
納
言
判

　
　
　
　
　
　

四
位
史
殿　
　

同

　
　
　
　
　
　

左
少
弁
殿　
　

同

明
日
可
遂
着
陣
、
可
令
参
陣
給
之
状
、
如
件
、�

」

　
　

正
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
大
納
言
判

　
　

左
少
弁
殿

　
　
　
　

追
申
、

　
　
　
　
　

蔵
人
方
吉
書
事
、
同
被
存
知
候
哉
、

来
廿
三
日
可
有
大
将
御
拝
賀
、
可
令
■
扈
従
之
状
、
謹
所
請
如
件
、

　
　

七
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
大
納
言

ー　
請
文
加
礼
紙
、
立
文
、

日
野
町
状
案
、

仍
御
端
作
事
、
た
ヽ
参
議
之
字
を
被
略
候
者
、
可
宜
候
哉
、
右
中
将
ハ
か
り
に
て
と

存
候
、
此
一
冊
拝
見
、
彼
両
人
件
之
比
参
議
中
将
勿
論
候
、

委
細
承
候
了
、
僧
官
事
、
常
儀
自
法
橋
叙
法
眼
、
自
法
眼
叙
法
印
、
僧
都
此
分
歟
、

律
師
任
権
少
僧
都
、
転
権
大
僧
都
、
任
僧
正
、
次
第
此
分
候
、
法
橋
候
歟
先
例
猶
任

権
少
僧
都
、
剰
同
日
可
叙
法
印
之
條
、
過
分
朝
奨
子
細
何
事
候
哉
、
先
例
猶
以
無
覚

悟
候
、
謹
言
、

　
　

四
月

ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
親
中
納
言�

」

永
享
六　

四　

廿
二

洞
院
大
納
言
実
煕
公
、
送
消
息
云
、
今
夜
任
槐
欲
構
參
候
、
螺ラ
テ
ン鈿

太
刀
可
借
給
也
、
所

持
候
物
蒔
繪
也
者
、
兼
又
号
隠ヲ
ン

文
者
、
有ウ

文
巡ス
ン
ハ
ウ
ノ方
帯ヒ
ノ事
歟
、
先
々
其
分
用
来
了
、
御

所
存
如
何
可
示
給
者
、
又
雨
儀
列
宜
陽
殿
土
廂ヒ
サ
シ

北
上
東
面
一
列
歟
、
外
弁
座
当
時

何
所
候
哉
、
北
腋ノ
ハ
キ
ノ
丶
キ

簷
下
歟
、
可
勘
預
者
、

〽

〽
暇
以
後
、古
来
社
参
勿
論
事
候
歟
、雖
然
普
広
院
御
代
可
憚
之
由
、以
故
定
親
卿
被

仰
出
候
、于
今
其
旨
於
当
家
者
守
分
候
、夜
前
彼
黄
門
諸
社
法
楽
、以
他
筆
詠
進
事
、

被
尋
候
間
、於
愚
考
者
、不
可
有
苦
之
由
存
候
、其
謂
ハ
神
事
ニ
用
他
筆
候
事
候
、但

神
事
不
審
多
間
可
然
之
由
遣
了
、　

忠
富 （

足
利
義
教
）

（
中
山
）

〽
五
旬
以
後
、

〽

〽

〽
不
可
有
苦
候
、社
参
其
例
候
、更
以
不
可
憚
候
事
候
、

〽
返
答
同
前
、

以
古
今
不
苦
候
、雖
然
普
広
院
旧
院
へ
被
申
入
服
者
可
憚
分
、勅
定
様
候
し
程
ニ
、

於
当
家
者
、于
今
守
其
旨
候
、

被

三
条
西
・
中
山
、

〝
〝
〝
〝
〝

（
中
山
）

〔
七
〕
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予
答
云
、
任
大
臣
節
会
日
、
蒔
絵
・
螺
鈿
常
事
也
、
可
令
用
給
歟
、
但
猶
木
地
爲
大

切
者
、
可
伝
借
也
、
隠
文
事
、
近
来
或
人
曰
、
号
有
文
候
者
巡
方
事
也
、
帯
餝
太
刀

之
時
用
之
、
号
隠
文
者
丸
鞆
事
」
也
、
帯
螺
鈿
太
刀
之
時
用
之
者
、
此
事
定
有
口
伝

歟
、
但
定
親
未
得
所
見
、
或
抄
云
、
有
文
巡
方
節
會
行
幸
日
公
卿
用
之
、
有
文
丸
鞆

同
前
云
々
、
又
曩
祖
堀
河
大
納
言
蔵
人
頭
弁
賀
日
、
用
犀
角
巡
方
螺
鈿
太
刀
、
是
依

父
相
府
命
歟
、
於
蔵
人
頭
者
、
有
因
准
公
卿
之
意
、
仍
用
巡
方
帯
螺
鈿
太
刀
之
由
有

所
見
、
然
者
帶
螺
鈿
之
時
、
用
巡
方
之
儀
無
疑
者
歟
之
由
、
所
了
簡
也
、
雨
儀
列
如

御
案
歟
、
外
弁
座
月
花
門
代
南
腋ハ
キ

北
上
西
面
歟
者
、

後
成
恩
寺
関
白
御
記

飾
剣
ハ
節
会
并
御
禊ケ

イ

行
幸
供
奉
の
公
卿
之
、
又
螺
鈿
代
と
い
ふ
太
刀
名
の
ミ
き
ヽ
て

い
ま
た
み
す
、
節

会
の
日
執
政
の
」
時
、
代
か
代
と
号
し
て
螺
鈿
剣
を
用
る
事
あ
り
、
故
殿
ハ
常
ニ
是

を
用
給
へ
り
、
飾
剣
代
の
又
代
の
心
に
、
代
か
代
と
ハ
い
へ
る
也
、
大
臣
の
時
ハ
金

装
束
、
大
納
言
ま
で
ハ
銀
つ
く
り
に
て
あ
る
へ
け
れ
と
、
近
比
ハ
あ
る
に
ま
か
せ
て

用
る
に
よ
る
、
金
銀
の
さ
た
に
及
ハ
さ
る
也
、

　
　

天
正
五
拾
廿
九
、
孝
親
卿
写
給
者
也
、�

」

天
正
五　

信
長
公
任
節
会
、

来
廿
日
可
有
任
大
臣
節
会
、
可
令
候
外
弁
給
者
、
依

天
気
言
上
如
件
、

　
　

十
一
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
弁
兼
勝

進
上　

源
大
納
言
殿

�

」

永
享
四　

八　

十
二　

孝
親
卿
勘
給
也
、

今
夜
有
摂
政
詔
宣
下
事
、

　
　

�

以
左
大
臣
藤
原
朝
臣
為
摂
政
、
是
來
廿
七
日
内
大
臣
殿
可
被
転
左
府
、
仍
先
有

此
事
、
摂
籙
家
執
柄
以
前
無
辞
大
臣
例
之
故
云
々
、

同
勘
、

　

一
音
院
関
白
停
右
大
臣
後
、
為
関
白
、
後
岡
屋
関
白
停
左
大
臣
後
、
為
関
白
、
以

　

前
之
例
如
此
、
若
是
依
為
不
快
之
例
不
被
用
歟
、
不
審
云
々
、�

」

孝
親
卿
ニ
テ
写
之
、

正
長
二　

八　

三　

資
益
次
将
事
、

　

�

抑
次
将
立
陣
之
時
弓
持
様
事
、
雅
兼
王
昨
日
問
予
、
々
不
分
明
、
仍
不
答
左
右
、

但
如
行
幸
公
卿
將
所
為
者
、
列
立
之
時
突ツ
ク

地
竪
持
之
、
可
相
准
之
歟
之
由
示
之
、

今
彼
王
云
、
故
左
中
將
資
雅
朝
臣
參
陣
之
儀
注
置
之
、
記
云
、
尹
賢
朝
臣
着
靴
、

以
右
手
竪
持
弓
、
以
下
方
突
地
、
敎
豊
朝
臣
着
淺
履
懸
裾
、
以
左
手
取
弓
、
突
地

竪
持
之
、
資
雅
同
敎
豊
、
共
是
花
山
院
左
大
將
忠
定
、
説
也
云
々
、
今
日
仍
可
」

用
此
作
法
之
由
、
所
仰
含
資
益
也
者
、�

」

天ス
ヘ
ラ皇
我カ

詔
旨
止
勅
御
命
乎
、親ミ

王カ

・
諸
王
・
諸
臣
・
百
官
人
等
天
下
公
民
衆モ
ロ
〳聞〵

食
止

宣ノ
タ
マ
ス、
食
国ク
ニ
乃ノ

法ノ
リ
止
定
賜タ
マ
イ
比

行
ヲ
コ
ナ
イ

賜タ
マ
倍ヱ留ル

国ノ

法リ

乃

随
シ
タ
カ
イ
尓
先マ
ツ

立タ
チ

先マ
ツ

立タ
チ
止ト

右
大
臣
正
二
位
藤
原

満
教
朝
臣
者ハ

累ル
イ

代タ
イ

輔フ

佐サ

之ノ

家イ
ヱ
ニ
尓
稟ウ
ケ
氐テ

朝テ
ウ

恩ヲ
ン
乎ヲ

可ヘ
キ

レ

蒙
カ
ウ
マ
ル
支
人ヒ
ト
奈ナ

留ル
尓ニ

依ヨ
リ
氐テ

、左
大
臣
乃
官
尓
任
賜

布
、又マ
タ

宣ノ
タ
マ
布ウ

、正
二
位
行
権
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
藤
原
公
俊
朝
臣
乎ヲ

右
大
臣
乃
官
尓
、正

二
位
藤
原
満
親
朝
臣
乎
権
大
納
言
乃
官
尓
、参
議
従
三
位
藤
原
家
俊
朝
臣
乎
権
」
中
納

言
乃
官
尓
、蔵
人
頭
正
四
位
行
右
近
衛
中
将
藤
原
公
保
朝
臣
乎
参
議
乃
官
尓
任タ
マ

賜ワ
ク
ト
波
久

止

勅ミ
コ

御ト

命ノ
リ
乎
衆
聞キ
コ
シ

食メ
ス
止ト

宣
ノ
タ
マ
ワ
ク、

　
　

応
永
廿
五
年
十
二
月
二
日

天ス
ヘ
ラ皇
我カ

詔ミ
コ
ト

旨ノ
リ
ス
良ラ

万マ
止ト

故
従
一
位
儀
同
三
司
藤
原
朝
臣
尓ニ

詔ノ
タ
マ
倍ヘ止ト
勅ミ
コ
ト命
乎ヲ

聞キ
コ
シ

食メ
セ
止ト

宣
ノ
タ
マ
ワ

久ク

、

仕ヘ
二
朝ノ
清
主ニ

一
氐テ

、
専
モ
ツ
ハ
ラ

為
二
重
寄ノ
臣
一
利リ

、規キ

矩ク

之
性セ
イ

無
レ

私
ハ
タ
ク
シ
久ク

、忠
直
之
志
コ
ヽ
ロ
サ
シ

有
レ
余
利リ

、

（
中
山
忠
親
）

（
花
山
院
忠
雅
）

〔
用
脱
〕

〔
飾
剣
〕

（
中
山
）

（
織
田
）

（
広
橋
）

（
庭
田
重
保
）〔

三
〕

（
一
條
兼
良
）

（
足
利
義
敎
）

九
条
殿
忠
家
公

近
衛
基
嗣
公

（
白
川
）

白
川

白
川

（
月
輪
）

山
科

（
九
条
）

（
徳
大
寺
）

（
中
山
）

（
清
閑
寺
）
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爰ニ

疾シ
ツ

病ヘ
イ

俄ニ

侵ヲ
カ
シ
志氐テ

性
命
早ク
辞ス
レ
世
須
、忌
辰
迎ヘ
来
氐テ

追ツ
イ

餝シ
ヨ
ク

将ニ
抽ツ
レ
孝ヲ
、
故カ
レ

是コ
レ

以テ贈
」
内
大

臣
尓ニ

上ケ
給
比イ

賜
布フ

、天ス
ヘ
ラ皇
我カ

詔ミ
コ
ト

旨ノ
リ
乎ヲ

遠ク

聞
食
止ト

宣ノ
タ
マ
フ、�

」


